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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

    令和４年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合条例第２号 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の給与に関する条例（昭和３７年組合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の１０７．５」を「１

００分の１００」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分

の７２．５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１００」に、「１０

０分の６２．５」を「１００分の５７．５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例（以下この項において「改

正後の給与条例」という。）第１８条第２項及び第４項から第６項までの規定にかかわらず、これらの規

定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、令和３年１２月に支

給された期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に

定める割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。この場合にお

いて、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 ⑴ ⑵に掲げる職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

 ⑵ 改正後の給与条例第１８条第２項に規定する特定管理職員 １０７．５分の１５ 

 （規則への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和４年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第１号 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 7年組合規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の１０の次に次の１条を加える。 

 （時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第２条の１１ 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、１箇月（月の初日から末日までをいう。

以下この条において同じ。）について４５時間及び１年（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。

以下この条において同じ。）について３６０時間（次項において「限度時間」という。）を超えて勤務を

させてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時

又は緊急に限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数

の範囲内で、時間外勤務を命ずることができる。 

 ⑴ １箇月において１００時間未満 

 ⑵ １年において７２０時間 

 ⑶ １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の

期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の１箇月当たりの平均時間について

８０時間 

⑷  １年のうち１箇月において４５時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について６箇             

月 

３ 管理者は、特例業務（災害への対処その他重要な業務）その他公務の運営上真にやむを得ない事由に

よって臨時の必要がある場合には、前２項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる

ことができる。 

４ 管理者は、前項の規定に基づき職員に時間外勤務を命じた場合には、当該職員の健康の確保に最大限

の配慮をするとともに、１年の末日の翌日から起算して６箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整

理、分析及び検証を行わなければならない。 

 第８条の４を第８条の５とし、第８条の３を第８条の４とし、第８条の２を第８条の３とし、第８条の

次に次の１条を加える。 

 （不妊治療のための休暇） 

第８条の２ 条例第１３条第２項第２号の２の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 5 

 埼玉県市町村総合事務組合公報  令和 ４年 ４月 １日 第３号  

 

 

 市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和４年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第２号 

市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成１８年組合規則第２６号）の一部を次のように改正

する。 

第９条第２号中「児童自立支援施設に送致され、収容されている場合」の次に「、同法第６４条の規定

による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第６６条の規定による決定により少

年院に収容されている場合」を加える。 

別表第４常時介護を要する状態の項中「７３，０９０円」を「７５，２９０円」に改め、同表随時介護

を要する状態の項中「３６，５００円」を「３７，６００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の規定は、令和４年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、

同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。 
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 市町村交通災害共済条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

    令和４年４月１日 

 

                          埼玉県市町村総合事務組合 

                             管理者 富 岡 勝 則 

 

組合規則第３号 

市町村交通災害共済条例施行規則の一部を改正する規則 

 市町村交通災害共済条例施行規則（平成１８年組合規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

様式第５号を次のように改める。 
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 様式第１０号を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により

使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え使用するこ

とができる。 
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組合告示第４号 

 

 組合規約別表第３に掲げる選挙区第２区の組合議会議員に欠員が１人生じたことに伴い、組合規約第６条

第１項の規定による推薦で選出された補欠議員の職及び氏名は次のとおりである。 

 

  令和４年４月１日 

 

                         埼玉県市町村総合事務組合 

                            管理者 富 岡 勝 則 

 

 

選 挙 区 職 氏   名 

第 ２ 区 神 川 町 長 櫻 澤  晃 

  

 

 

 

 


